
　ふるさと納税制度により寄附を行った場合、所得税は寄附を行った年分の所得税から

控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

（ただし、寄附金額のうち5,000円は控除対象外となります。）

　　○単身の方

　　○夫婦と子供２人家族の方（配偶者控除、子供２人扶養控除あり）

　上記の数字は、あくまで目安ですので、寄附者のご事情によって控除額が異なります。

　ご不明の点がありましたら、最寄りの市区町村の税務課等へお問い合わせください。

「ふるさと納税」の控除例

収入の区分 寄附金額 税の区分 控除額 合計控除額

500

円
5,000 円

円

円

25,000 円
22,500 円

所得税
5,000 円

10,000 円
所得税 1,000

住民税 4,000

10,000 円

30,000 円

円

所得税 2,500 円

住民税 4,500

住民税

50,000 円
所得税 4,500 円

35,100 円
住民税 30,600 円

100,000 円
所得税 9,500 円

45,100 円
住民税 35,600 円

5,000,000 円

7,000,000 円

30,000 円
所得税 5,000 円

25,000 円
住民税 20,000 円

50,000 円
所得税 9,000 円

45,000 円
住民税 36,000 円

100,000 円
所得税 19,000 円

69,000 円
住民税 50,000 円

収入の区分 寄附金額 税の区分 控除額 合計控除額

5,000,000 円

10,000 円
所得税 300 円

5,000 円
住民税 4,700 円

30,000 円
所得税 1,300 円

17,400 円
住民税 16,100 円

50,000 円
所得税 2,300 円

20,400 円
住民税 18,100 円

100,000 円
所得税 4,800 円

27,900 円
住民税 23,100 円

7,000,000 円

10,000 円

30,000 円

50,000 円

100,000 円

円
住民税 4,500 円

所得税 500 円
5,000

円
住民税 22,500 円

所得税 2,500 円
25,000

円
住民税 33,900 円

所得税 4,500 円
38,400

円
住民税 38,900 円

所得税 9,500 円
48,400


